
 

配布資料４ 

学務健康課 

台風第１８号により被災した児童生徒にかかる就学援助について 

 

【概要】 

  就学援助制度に現在該当していない児童生徒の保護者で、台風第１８号に

より被災し、経済的な損失を被った者に本制度を適用し援助する。 

 

【対象者】 

・家屋に床上浸水以上の被害があった者 

・市民税または国民健康保険料の減免を受けた者 

 

【援助内容】 

  下記費目について１０月１日にさかのぼって適用する。 

  ・学用品費等、校外活動費及び体育実技用具費を支給。 

  ・給食費を免除。 

【援助額】 

○小学校 １人あたり ２８，９９０円 ～ ５４，２９０円 

○中学校 １人あたり ３８，２２５円 ～ ４２，９８０円 

 

 

(1) 学用品費等

①小学校

学年 学用品費等 校外活動費 体育実技用具費 計
1 6,305 25,300 31,605
2 7,390 7,390
3 7,390 7,390
4 7,390 25,300 32,690
5 7,390 3,470 10,860
6 7,390 7,390

②中学校

学年 学用品費等 校外活動費 体育実技用具費 計
1 11,940 5,840 17,780
2 13,025 13,025
3 13,025 13,025

(2) 給食費 ○給食費
・小学校 (給食単価：240円) 21,600 円
・中学校 (給食単価：280円) 25,200 円

※給食日数を後期分９０日として積算


